
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会表彰規程 

 

（趣旨） 

第１条 民生委員・児童委員及び社会福祉施設、社会福祉協議会等の団体等の役職員で、

その功績顕著な者並びに社会福祉活動が優秀な社会福祉協議会及び社会福祉活動に協力

援助した功績顕著な者に対し、岐阜県社会福祉協議会長（以下「会長」という。）がこれ

を表彰し、または感謝の意を表しようとするときは、この規程による。 

（表彰の対象） 

第２条 本会会長が表彰するものは、次の各号に定めるものを対象とする。 

（１）民生委員・児童委員でその功績顕著な者 

（２）社会福祉施設・社会福祉協議会・民間社会福祉団体の役員でその功績顕著な者 

（３）社会福祉施設・社会福祉協議会・民間社会福祉団体の職員でその功績顕著な者 

（４）社会福祉活動が特に優秀な社会福祉協議会 

２ 前項第１号から第３号に規定する対象のうち、過去に次の各号の一に該当するものは、

表彰の対象から除外するものとする。 

（１）社会福祉関係で、叙勲又は褒章（紺綬褒章を除く。）を受けた者 

（２）社会福祉関係功労者として厚生労働大臣、岐阜県知事、全国社会福祉協議会及び本

会会長から表彰を受けた者 

３ 第１項第２号に規定する役員は、理事、監事の他、評議員及びこれに類する者を含む

ものとする。 

４ 第２項第２号については、厚生労働大臣、岐阜県知事及び全国社会福祉協議会会長の

表彰については、表彰区分が異なる場合であっても、過去に当該者が表彰を受けている

場合は、表彰の対象とはならない。ただし、本会会長表彰については、表彰区分が異な

る場合については、過去に本会会長表彰を受けている場合であっても対象とする。 

（民生委員・児童委員表彰の資格） 

第３条 民生委員・児童委員表彰の被表彰者は、次の各号に定める条件のいずれにも該当

するものとする。 

（１）当該年度４月１日において、民生委員・児童委員の現職であること。 

（２）民生委員・児童委員としての在職期間が１４年以上であること。 

（３）市町村長又は郡・市町村社会福祉協議会又は岐阜県民生委員児童委員協議会から功

績顕著により表彰された者であること。 

２ 当該年度に市町村長又は郡・市町村社会福祉協議会会長又は岐阜県民生委員児童委員

協議会長から表彰を受ける予定の者であって、当該年度に退任が決まっている者につい

ては、第１項第２号の要件を満たしている場合、表彰の対象とする。 

３ 特殊な事情がある場合については、第 13 条に規定する表彰選考委員会の意見を聞いた

うえで、表彰の対象とすることができるものとする。ただし、第１項第２号の要件を満

たすものとする。 

（社会福祉施設、社会福祉協議会、民間社会福祉団体役職員表彰の資格） 

第４条 社会福祉施設、社会福祉協議会、民間社会福祉団体役職員表彰の被表彰者は、次

の各号に定める条件のいずれにも該当するものとする。 

（１）当該年度４月１日において、社会福祉施設、社会福祉協議会、民間社会福祉団体役

職員の現職であること。ただし、公立の社会福祉施設職員の場合は、現業職員に限る



ものとする。 

（２）社会福祉施設、社会福祉協議会、民間社会福祉団体の役職員としての在職期間が、

役員は１０年以上、職員は１４年以上であること。 

（３）市町村長又は郡・市町村社会福祉協議会又は当該施設・団体で構成される県域の福

祉関係団体から功績顕著により表彰された者であること。ただし、県の区域を単位と

する社会福祉法人・社会福祉団体の役職員については、本号の規定にかかわらず、表

彰の対象とする。 

２ 当該年度に市町村長又は郡・市町村社会福祉協議会会長又は当該施設・団体で構成さ

れる県域の福祉関係団体の長から表彰を受ける予定の者であって、当該年度に退任が決

まっている役員については、第１項第２号の要件を満たしている場合、表彰の対象とす

る。 

３ 第１項第１号及び第２号の要件を満たす市町村社会福祉協議会の役員で、現に市町村

社会福祉協議会長の職にある者については、２年を超える期間、会長の職に在職してい

る場合は、第１項第３号の規定にかかわらず、表彰の対象とすることができるものとす

る。 

４ 特殊な事情がある場合については、第１３条に規定する表彰選考委員会の意見を聞い

たうえで、表彰の対象とすることができるものとする。ただし、第１項第２号の要件を

満たすものとする。 

（社会福祉協議会優良活動表彰の資格） 

第５条 社会福祉協議会優良活動表彰は、市町村社会福祉協議会のうち、その活動が他の

模範であると認められるものとする。 

（感謝の対象） 

第６条 本会会長が感謝の意を表するものは、次の各号の一に定めるものを対象とする。 

（１）毎月１回以上、社会福祉事業に積極的に協力援助している個人（以下「社会福祉事

業協力援助者（個人）」という。）で、その活動期間が１０年以上のもの 

（２）毎月１回以上、社会福祉事業に積極的に協力援助している団体（以下「社会福祉事

業協力援助者（団体）」という。）で、その活動期間が５年以上のもの 

（３）本会に対し、１０万円以上の金品の寄附等を行った個人又は団体 

２ 前項第１号及び第２号に規定する対象のうち、過去に本会会長感謝を受けている社会

福祉事業協力援助者（個人）又は社会福祉事業協力援助者（団体）は、感謝の対象外と

する。 

３ 日本赤十字社、ボーイスカウト、ガールスカウト、食生活改善協会など、独自で表彰

される機会を持つ団体又は当該団体に所属する者については、感謝の対象外とする。た

だし、当該団体又は当該団体に所属する者が団体本来の活動以外に自主的にボランティ

ア活動を行っている場合については、その活動に対してのみ感謝の対象とする。 

４ 団体に所属して、団体の活動を通して感謝の対象となる活動を行っている社会福祉事

業協力援助者（個人）は、原則、感謝の対象としない。ただし、当該団体の代表者など、

特に顕著な活動を行っている者は、感謝の対象とする。 

（感謝対象の条件） 

第７条 社会福祉事業協力援助者（個人）及び社会福祉事業協力援助者（団体）は次の各

号に掲げる条件を具備するものとする。 

（１）市町村長又は郡・市町村社会福祉協議会又は県域の福祉関係団体から功績顕著によ



り表彰又は感謝を受けたものであること。 

（２）社会福祉事業協力援助者（団体）については、市町村長又は郡・市町村社会福祉協

議会から表彰又は感謝を受けてから２年以上経過していること。 

（表彰・感謝の算定方法） 

第８条 被表彰候補者の勤続・従事年数及び感謝候補者の活動年数の算定は次のとおりと

する。 

（１）勤続・従事年数及び活動年数の算定時期は、原則として当該年度の４月１日現在で

算定する。 

（２）被表彰候補者の在職期間は、第２条第１号から第３号に規定する対象の役職ごとと

する。 

（３）勤続・従事年数は、育児休業期間及び私的事由による休職期間を除くものとする。 

（表彰・感謝の時期） 

第９条 表彰又は感謝は、毎年度、岐阜県社会福祉大会でこれを行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、本会会長が必要と認める場合、随時、表彰又は感謝を行う

ことができるものとする。 

（表彰・感謝の方法） 

第 10 条 表彰又は感謝は、本会会長名の表彰状又は感謝状及び記念品を、該当するものに

贈呈してこれを行う。 

（候補者の推薦） 

第 11 条 各市町村社会福祉協議会長は、この規程に定める表彰又は感謝に該当するものを

候補者として、本会会長に推薦する。 

２ 本会会長は、前項の推薦者及び当該市町村において、表彰又は感謝がされない場合は、

県域の社会福祉関係団体を推薦者とすることができる。 

３ 本会会長は、前各項の規定にかかわらず、表彰又は感謝の候補者を推薦することがで

きる。 

（推薦書様式） 

第 12 条 前条に基づく推薦は別に定める推薦書様式によるものとする。 

（表彰選考委員会） 

第 13 条 表彰または感謝に該当するものを審査するため、本会会長が委嘱する委員をもっ

て構成する表彰選考委員会を設置する。 

２ 前項の表彰選考委員会は、次の各号について審査又は審議し、会長に具申するものと

する。 

（１）岐阜県社会福祉大会における表彰、感謝候補者の審査 

（２）本規程の改廃に関すること 

（特別の表彰・感謝） 

第 14 条 本会会長は、特別の理由により特に必要と認めるときは、この規程にかかわらず、

表彰又は感謝をすることができる。 

（委任） 

第 15 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 


